
○ 予算額●：１．６兆円（うち ①低所得世帯支援枠 １．１兆円、②推奨事業メニュー ０．５兆円）

○ 対象事業：① （低所得世帯支援枠）物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への負担の軽減を図る事業。

② （推奨事業メニュー）エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し、支

援を行う事業。効果的と考えられる推奨事業メニューを提示。（詳細は、２頁参照）

○ 算定方法：①（低所得世帯支援枠）住民税非課税世帯１世帯あたり７万円を基礎として算定（市町村）

②（推奨事業メニュー）人口、物価上昇率、財政力等を基礎として算定（都道府県、市町村）

（注）新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行に伴い、重点支援地方交付金は「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」とするが、

既存の交付金と一体として実施される連続性のある制度とする。

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し、地方公共団体が地域の実情

に合わせて必要な支援をきめ細やかに実施できるよう、重点支援地方交付金を「低所得世帯支援枠」及び「推

奨事業メニュー」実施のため追加する。
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推奨事業メニュー

（生活者支援）
①エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う

低所得世帯支援
②エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う

子育て世帯支援
③消費下支え等を通じた生活者支援
④省エネ家電等への買い換え促進による生活者

支援

（事業者支援）
⑤医療・介護・保育施設、学校施設、公衆浴場等

に対する物価高騰対策支援
⑥農林水産業における物価高騰対策支援
⑦中小企業等に対するエネルギー価格高騰対

策支援
⑧地域公共交通・物流や地域観光業等に対する

支援

重点支援地方交付金の追加 令和５年度補正予算

参考資料１

1

1



事業者支援

② エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う子育て世帯支援

物価高騰による小中学生の保護者の負担を軽減するための小中学

校等における学校給食費等の支援

※ こども食堂に対する負担軽減のための支援やヤングケアラーに対する配

食支援等も可能。

⑥ 農林水産業における物価高騰対策支援

配合飼料の使用量低減の取組や飼料高騰等の影響を受ける酪農
経営の負担軽減の支援、農林水産物の生産・調製・加工・貯蔵施設
や土地改良区の農業水利施設の電気料金高騰に対する支援、化学
肥料からの転換に向けた地域内資源の活用などの支援

⑤ 医療・介護・保育施設、学校施設、公衆浴場等に対する物価高
騰対策支援

医療機関、介護施設等、障害福祉サービス施設等、保育所等、学
校施設、 公衆浴場等に対する食料品価格の高騰分などの支援、
エネルギー価格の高騰分などの支援（特別高圧で受電する施設へ
の支援を含む）

① エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う低所得世帯支援

低所得世帯を対象とした、電力・ガス（LPガスを含む）をはじめエネ
ルギー・食料品価格等の物価高騰による負担を軽減するための支援

※ 住民税非課税世帯に対しては上記Ⅰによる支援を行う。

⑦ 中小企業等に対するエネルギー価格高騰対策支援

特別高圧での受電（ビル・工業団地・卸売市場のテナントを含む）、
LPガスの使用や、街路灯等の維持を含め、エネルギー価格高騰の
影響を受ける中小企業、商店街、自治会等の負担緩和や省エネの
取組支援のほか、中小企業の賃上げ環境の整備などの支援

③ 消費下支え等を通じた生活者支援

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者に

対してプレミアム商品券や地域で活用できるマイナポイント等を発行

して消費を下支えする取組やLPガス使用世帯への給付などの支援

⑧ 地域公共交通・物流や地域観光業等に対する支援

地域公共交通・物流事業者や地域観光事業者等のエネルギー価
格高騰に対する影響緩和、省エネ対策、地域に不可欠な交通手段
の確保、地域特性を踏まえた生産性向上に向けた取組などの支援

生活者支援

④ 省エネ家電等への買い換え促進による生活者支援

家庭におけるエネルギー費用負担を軽減するための省エネ性能の

高いエアコン・給湯器等への買い換えなどの支援

※１ 地方公共団体が、上記の推奨事業メニューよりも更に効果があると考えるものについては、実施計画に記載して申請可能。

※２ 地方公共団体が運営する公営企業や直接住民の用に供する施設における活用も可能。

Ⅱ. 推奨事業メニュー（０．５兆円）

Ⅰ.低所得世帯支援枠 （１．１兆円）

・ 低所得世帯への支援枠を措置。
・ １世帯当たりの予算の目安は７万円（今夏以来の3万円の支援と合計で10万円）。ただし、下記の推奨事業メニュー①や③と組み合わせてプレミ
アム商品券やマイナポイントを配付するなど、支援の方法（現物・現金）や１世帯当たり単価といった具体的内容は地域の事情に応じて決められる。

（注）住民税非課税世帯×７万円及び事務費分を市町村に交付。

重点支援地方交付金

追加額１．６兆円（Ⅰ及びⅡの合計）
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新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置

● 様々な層の国⺠に丁寧に対応しながら、物価⾼に対応し、可処分所得を増やす
●「簡素（わかりやすく事務負担が少ない）」「迅速（特に低所得の方々）」「適切（できるだけ公平に）」のバランス

低所得者の子育て世帯 【2】

年内・年明け以降速やかに開始 令和６年のできる限り早期に開始

【１】 年内にも開始

低所得者の子育て世帯に、
世帯内で扶養されている１８歳以下の子に５万円／人を加算

住⺠税均等割のみ課税世帯に、
住⺠税⾮課税世帯と同⽔準の１０万円／世帯を給付

【２】令和６年２〜３⽉を⽬途に早期開始を⽬指す 【３】令和６年度住⺠税情報
等をもとに給付

住⺠税所得割／所得税納税者

定額減税
１人４万円※×（本人＋扶養親族）

※６年分所得税３万円、６年度分個人住⺠税１万円

【４】令和６年に入手可能な
課税情報をもとに給付

定額減税しきれない
と⾒込まれる⽅

【４】住⺠税均等割
非課税世帯
【１】

住⺠税均等割
のみ課税世帯

【２】

住⺠税⾮課税世帯に、
１世帯７万円追加給付

自治体へ情報提供
迅速支給をサポート

多くの自治体でこの夏以降
３万円を⽬安に支援

新たに非課税等となる世帯
【３】

新たに
住⺠税⾮課税
住⺠税均等割のみ課税
となる世帯に、

現在のこれら世帯と
同⽔準の
１０万円／世帯を給付

定額減税しきれないと
見込まれる方に、

・減税額確定（令和７年３⽉確定申告）
を待たず、令和６年に入手可能な
課税情報をもとに、前倒しで給付

・自治体の事務負担などを踏まえ、
１万円単位で差額を給付
※実績が判明し、「減税＋給付」が
不足する場合、追加支給

※実施時期については、事務負担も踏まえながら、速やかな支給開始に向けて、地域の実情に応じた早期の執行着手等、地方公共団体における柔軟な対応を可能とする。

（年収）

2023年12月
内閣府特命担当大臣
（経済財政政策）
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デジタル⽥園都市国家構想交付⾦の概要

地⽅創生推進タイプ

地⽅創生拠点整備タイプデジタル実装タイプ

デジタル⽥園都市国家構想交付⾦

 デジタル技術を活⽤し、地⽅の活性化や⾏政・公的
サービスの⾼度化・効率化を推進するため、デジタル
実装に必要な経費などを支援。

 観光や農林⽔産業の振興等の地⽅創⽣に資する
取組などを支援。
• 地⽅版総合戦略に位置付けられた地⽅公共団体の⾃主的・

主体的な取組を支援（最⻑５年間）
• 東京圏からのUIJターンの促進及び地⽅の担い⼿不⾜対策
• 省庁の所管を超える２種類以上の施設（道・汚⽔処理施設・

港）の一体的な整備

地域産業構造転換インフラ整備推進タイプ

 デジタル⽥園都市国家構想の実現による地⽅の社会課題解決・魅⼒向上の取組を加速化・深化する観点から、
「デジタル⽥園都市国家構想交付⾦」により、各地⽅公共団体の意欲的な取組を支援。

 産業構造転換の 加速化に資する半導体 等の
大規模な⽣産拠点整備について、関連インフラの
整備への機動的かつ追加的な支援を創設。

 観光や農林⽔産業の振興等の地⽅創⽣に資する
拠点施設の整備などを支援。

書かない窓⼝ 地域アプリ 遠隔医療 道の駅に隣接した観光拠点 ⼦育て支援施設 スタートアップ支援拠点

大規模⽣産拠点
整備プロジェクト

プロジェクト
選定会議

選定
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1,735億
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（億円）

デジタル⽥園都市国家構想交付⾦の推移

補正予算の推移

1,900億 1,600億 1,660億1,600億1,600億1,600億当初＋補正 1,800億

当初予算の推移

（億円）

地⽅創⽣整備推進交付⾦

地⽅創⽣推進交付⾦

地⽅創⽣拠点整備交付⾦

デジタル⽥園都市国家構想交付⾦

地⽅創⽣
テレワーク
交付⾦

デジ⽥推進
交付⾦

 R4補正予算において、「デジタル⽥園都市国家構想交付⾦」を創設。
 R6当初︓1,000億円／R5補正︓735億円（R5当初︓1,000億円／R4補正︓800億円）。

地⽅創⽣拠点整備交付⾦

地⽅創⽣整備推進交付⾦ デジタル⽥園都市国家構想交付⾦

（参考）R5補正の内訳
• デジタル実装タイプ︓360億円

（R4補正︓400億円）
• 地⽅創⽣拠点整備タイプ︓300億円

（R4補正︓400億円）
• 地域産業構造転換インフラ整備推進

タイプ︓60億円
• 地⽅創⽣推進タイプ※︓15億円
※万博の開催を契機として、各都道府県において新たに

実施する地⽅創⽣に資する取組を支援

（参考）R6当初の内訳
• 地⽅創⽣推進タイプ︓950億円

（うちソフト事業︓552億円）
（R5当初︓930億円）

• 地⽅創⽣拠点整備タイプ︓50億円
（R5当初︓70億円）
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企業版ふるさと納税

活⽤の流れ

～Ｒ１年度
（税額控除
最大３割）

拡充 

（税額控除

最大３割）

寄附額

損金算入
約３割

通常の寄附

企業
負担

(約１割)

制度のポイント
○ 企業が寄附しやすいよう、

・損金算入による軽減効果に税額控除による軽減効果を上乗せ

・寄附額の下限は10万円と低めに設定

○ 寄附企業への経済的な見返りは禁止

○ 寄附額は事業費の範囲内とすることが必要
※ 以下の地方公共団体は対象外。

①不交付団体である東京都
②不交付団体で三大都市圏の既成市街地等に所在する市区町村

※ 本社が所在する地方公共団体への寄附は対象外。

企業が所在する自治体
（法人住民税・法人事業税）

企業

④寄附

内閣府

③計画の認定

地域再生計画
○○市

総合戦略

・○○事業

・△△事業

・◇◇事業

⑤税額控除

①地方公共団体が
地方版総合戦略を策定

②①の地方版総合戦略を
基に、地方公共団体が
地域再生計画を作成

国
（法人税）

例）1,000万円寄附すると、最大約900万円の法人関係税が軽減。

①法人住民税 寄附額の４割を税額控除。
（法人住民税法人税割額の20％が上限）

②法人税 法人住民税で４割に達しない場合、その残額を税額控除。
ただし、寄附額の１割を限度。（法人税額の５％が上限）

③法人事業税 寄附額の２割を税額控除。（法人事業税額の20％が上限）

Ｒ２年度～

◆ 地域再生計画の認定を受けた地方公共団体の数：46道府県1,621市町村（令和７年９月５日時点)

※ 地方公共団体のホームページ・広報誌等による寄附企業名の紹介や、
公正なプロセスを経た地方公共団体との契約などは問題ありません。（Q&A等参照）

地方公共団体が行う地方創生の取組に対する企業の寄附について法人関係税を税額控除

※ 令和７年度税制改正において、制度改善策を講じることを前提に、適用期限を３年間（令和９年度まで）延長
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